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○議長（河野正春君） おはようございます。 

 開会前ですが、議員各位にお知らせをします。 

６月13日付で市長からお手元にお配りのとおり、

議案等の訂正依頼がありましたのでご了承願います。 

○議長（河野正春君） これより、本日の会議を開

きます。 

 日程第１、第41号議案から第51号議案まで、第１

号報告及び第２号報告並びに報第２号から報第９号

までを一括議題といたします。 

 初めに、議員各位にお知らせをします。 

 質疑及び質問に関連して、20番、大石忠昭君から
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資料要求があり、市長に提出依頼をしたところ、お

手元にお配りのとおり提出がありましたのでご了承

願います。 

 議案質疑通告表の順序により発言を許します。 

 ７番、中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君） ７番、中山田です。私は

第41号議案、第43号議案、第44号議案、第45号議案

の４点について議案質疑を行います。 

 まず１点目は、第41号議案、市営住宅整備ＰＦＩ

事業委託料について質問をいたします。予算書の４

ページで、債務負担行為で３億8,773万円の事業委託

料が計上されていますが、このＰＦＩ、民間の活力

を導入した事業、これを行うに至った経緯と、それ

をすることによるメリットについて、まず説明を求

めます。 

 ２番目に、第43号、44号、45号議案につきまして

は、いずれも庁舎建設の工事請負契約の締結に関す

る議案であり、質問が重複することがありますので

一括して質問を行います。 

 合併後10年が経過しようとしている現在、新市誕

生より最重要施策であり、市民も待ち望んでいまし

た新庁舎の建設がいよいよ実行に移されようとして

います。市民の生命、財産を守る強固で安心できる

防災拠点であると同時に、市政執行の中心であり、

今後の市政発展の中核を担う施設であります。見た

目の格好よさやきれいさではなく、市民及び市政運

営、それぞれに使い勝手のよい、災害に強い新庁舎

建設が望まれます。また、本事業につきましては、

今後、本市において二度と考えられないような大型

の公共事業であり、多額の予算も計上されています。 

 私は、本市への経済波及効果を考えるとき、工事

執行に当たりましては、できるだけ多くの市内業者

がかかわれるよう、議論、要望をしてまいりました。

皆さんご承知のように、建設工事を取り巻く環境に

つきましては、大変厳しいことが予想されますが、

これまでの東日本大震災からの復興事業、さらに2020

年開催予定の東京オリンピック・パラリンピック、

また、県内においては大雨災害からの復旧事業等、

多額の事業費が必要となり、多くの資材需要も発生

し、事業費にも大きな影響が考えられます。このよ

うに、人件費、資材費の高騰等により厳しい状況で

はありますが、現庁舎の状態を考えますと、待った

無しの状況であります。 

 今定例会に庁舎建設に係る工事請負契約の締結議

案がそれぞれ提案されました。私は、これまで庁舎

建設に当たっては、その内容を注視するとともに経

済の波及効果を考え、市内業者の多数の活用を訴え、

要望してまいりました。 

 以上のような観点より、次の５点について質問し

ます。 

 まず１点目であります。先日の市長提案理由の中

で、新庁舎建設における契約方法は、要件設定型一

般競争入札、いわゆる総合評価方式を採用したと説

明がありました。この方式を採用するに至った経過

及びメリットについて、まず見解を求めます。 

 ２点目は、分離発注したそれぞれの事業、建築主

体工事、電気設備工事、機械設備工事に対し、各事

業においてＪＶの結成状況と応札状況について説明

を求めます。 

 ３番目は、提案されました３企業体との工事請負

契約の締結に至った経緯とその内容について説明を

求めます。 

 ４点目は、先ほど述べましたが、この庁舎の品質

確保というのが大変重要な課題になっております。

そこで、庁舎の建築に当たっての品質確保について

は執行部はどのように考えているのか、見解を求め

ます。 

 ５点目が、資材調達について、評価視点における

地域・社会貢献のうち下請活用計画、市内企業から

の資材活用計画について、現況の説明を求めます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君） 企画情報課長、河野真一君。 

○企画情報課長（河野真一君） 第41号議案に関す

るご質疑、子育て支援住宅等整備ＰＦＩ事業委託料

についてお答えします。 

 まず、ＰＦＩとは、公共施設等の建設、維持管理、

運営等について民間の資金、経営能力及び技術的能

力を活用し、より質の高いサービスを効率的に提供

する手法のことであります。 

 議員ご質疑の子育て支援住宅等整備ＰＦＩ事業委

託料３億8,773万円につきましては、平成11年に施行

しました民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律、通称ＰＦＩ法に基づきまし

て、この制度を活用し、城台住宅団地内において子

育て世代向けの集合住宅及びコミュニティセンター

の整備を一体的に行うものであります。 

 本事業の実施に当たりまして、去る５月27日にＰ

ＦＩ事業の実施方針案の公表、６月２日にはその説

明会を開催し、市内外から15事業者18名の参加をい

ただいたところであります。今後、議決をいただき



６月 18日 

 - 13 - 

 

ましたら、ＰＦＩ事業者の募集、選定、事業契約と

いうスケジュールとなっております。 

 ＰＦＩ事業者の募集要項等が決定していない現時

点では詳細を申し上げることはできませんが、事業

期間28年間のうち、設計及び建設期間は約１年を想

定し、民間事業者の積極的な提案を取り入れながら、

集合住宅については２から３ＬＤＫを18戸程度、コ

ミュニティセンターにつきましては150平米程度の規

模を考えているところでございます。 

 市といたしましても、民間事業者の自由な企画、

発想のもとで建物の設計、デザインから施工監理、

整備後の維持管理、そして資金調達についても一体

的かつ効率的に行うことにより、若者、子育て世代

にとって魅力的な団地形成が図られるよう、大きな

効果を期待しております。 

 また、地元事業者にとりましても、みずからの技

術力、経営ノウハウを生かす新たなビジネスチャン

スが創出されることで、地域経済の活性化にもつな

がるものと考えております。 

 本市では初の試みとなりますが、賢い子供が育つ

まちづくりを目指す「夢まち城台」のコンセプトの

もと、市内外の子育て世代の皆様に魅力的かつ快適

な住環境の提供を図るとともに、新たなコミュニティ

モデルの構築にも努めてまいりたいと考えておりま

すので、何とぞご支援、ご協力をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 副市長、鴛海 豊君。 

○副市長（鴛海 豊君） 43号議案から45号議案ま

での新庁舎建設工事の質疑のうち、２点について私

の方からご答弁申し上げます。 

 最初に、要件設定型一般競争入札、いわゆる総合

評価方式を採用するに至った経緯及びメリットにつ

いてでございますが、まず、大手企業と地元企業が

共同で工事を行うことによりまして、地場企業の技

術力の向上が期待できることや、より地域への経済

効果が図れることなどを第一に考えますとともに、

災害時には防災拠点となる市民の庁舎であることか

ら、高い技術力と大規模公共施設建設の豊富な実績

により、確かな施工技術と施工能力が確保できる企

業に参加していただきたいとの思いから、総合評価

落札方式審査委員会の中で学識経験者にも意見を伺

いながら、このような要件を満たすことができる本

方式を採用したところでございます。 

 また、メリットにつきましては、市内企業が優先

して入札に参加できることや、大手企業の入札参加

によりまして、より高い技術力の確保や資材調達、

人手不足等にも対応できることだと思っております。 

 続きまして、各工事のＪＶの結成状況でございま

すが、まず、建築主体工事につきましては、西松・

菅建設工事共同企業体の１社で、電気工事は九電

工・大興電設建設工事共同企業体、それと大和・松

栄建設工事共同企業体の２社、機械設備工事は協

和・南設備建設工事共同企業体と柳井・九特建設工

事共同体の２社のＪＶの結成がありました。 

 なお、応札状況につきましては、ＪＶを結成した

全ての企業体において応札があったところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 都市建築課長、永松史年君。 

○都市建築課長（永松史年君） 第43号議案から第

45号議案までの質疑について、ご答弁申し上げます。 

 まず、工事請負契約の締結に至った経緯とその内

容についてですが、今回行いました入札では、総合

評価方式を採用しており、落札金額だけではなく、

工事施工実績や配置予定技術者の能力、市内での資

材調達や下請計画などの地域貢献度等を評価し、総

合的に落札者を決定したところであります。 

 次に、新庁舎の品質確保についてでございますが、

先ほど副市長がご答弁申し上げましたように、大手

企業とのＪＶによる高い技術力と大規模公共施設建

設の豊富な実績により、確かな品質確保が行えるも

のと思っております。 

 さらに、実績のある当課の技術職員と受託監理業

務の技術職員との密接な連携により、設計書に沿っ

た施工が行われるよう、建設資材の発注や調達状況、

そして出来形の確認等を行い、より一層、品質の確

保に努めてまいりたいと考えております。 

 また、関係会社の代表者との工程管理につきまし

ても、定期的に全体工程会議を行い、課題や問題点

を迅速に解決し、計画工程におくれが生じないよう

努めてまいりたいと考えております。 

 なお、監理委託につきましては、新庁舎建設の設

計を熟知するとともに経費の節減が図れることが望

ましいと考えております。 

 次に、評価項目における下請活用計画と市内から

の建設資材の調達計画につきましては、各社とも一

定の活用計画がございますが、今後、本契約の際に

地元で採用できる下請事業者の雇用や調達できる資

材等について、より一層活用していただけるよう、

可能な限りお願いをしてまいりたいと考えておりま
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す。 

 以上です。 

○議長（河野正春君） 中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君） それでは、再質疑を行い

ます。 

 子育て支援住宅等整備事業、ＰＦＩ事業につきま

しては、まだ詳細のことは答えられない、わかって

いないということでありましたが、先ほど、課長の

答弁にありましたが、ＰＦＩが今回、初めての活用

というようなことであります。 

 私もちょっと、これ、平成11年にＰＦＩ法が制定

されたようでありまして、当時より私もこれに大変

興味がありまして、いろいろ勉強もしてまいりまし

たが、インターネットなどを見ますと、現在まで15

年間になるんですかね、大体、500近い事業が採択さ

れているようでありまして、大手の自治体だなとい

いながら私も見ていましたが、今後、今、経済も上

昇になっておりますので、今後ともこのＰＦＩを十

分に活用した中で、さっき言われたようにコミュニ

ティなどの取り組みに活用していきたいと思います

が、議案と直接関係はないかもしれませんけど、今

後、ＰＦＩについて、まだまだどのような活用計画

あるいは活用しようと考えられる部分があるのか、

その１点だけ質問しておきます。 

 次に、庁舎建設についてでありますが、１点目は、

総合評価方式の落札ということで説明がありました

が、それについては十分理解はできたわけでありま

すが、残念なことに、３議案のうち43号議案の建築

主体工事においては、全国大手企業、結果的には１

社のＪＶだけで競争が図られたというふうに報告が

ありました。大変、今、新聞紙上を見ますと、公共

工事の不落等々、不成立が大変報道されております

が、大変厳しい状況とは考えられますが、１社のＪ

Ｖだけで今後、競争性は図れるのか、それについて

の見解を求めます。 

 次に、各企業体における落札の出資比率について

質問をしたいと思います。地元業者の出資比率が高

いほど、当然、リスクも大きくなりますが、他方、

地元に対する経済の波及効果が大きいように考えら

れますが、各企業体における出資比率についてどの

ようになっているのかお尋ねします。また、あわせ

て落札率についてもお伺いします。 

 最後に、課長の答弁で、調達できる資材等につい

ては可能な限りお願いしてまいりたいとのことであ

りましたが、市内から調達できる資材をどのように

考えられているのか、また、後ほどまたもう１点述

べたいと思いますが、近年、資材や人件費が高騰し

ておりますが、この設計額はいつの時点で単価を決

定したのか、また、庁舎建設は16カ月という長い工

期であり、その間に大幅な資材や人件費の高騰があっ

た場合はどのように対応していくのか、その点につ

いてお尋ねします。 

 以上です。 

○議長（河野正春君） 企画情報課長、河野真一君。 

○企画情報課長（河野真一君） 中山田議員の再質

疑についてお答えいたします。 

 今回、子育て支援住宅等整備ＰＦＩ事業につきま

して、ＰＦＩを採用した経緯をもう一度申し上げま

すと、「夢まち城台」、城台住宅団地が特に子育て世

代の方に多く来ていただきたいということで、通常

の公営住宅とは違った、子育て世代に魅力的な新し

い考えのもとの集合住宅を整備していきたいと、ま

た、住宅団地全体が全体として子育て支援をするよ

うな団地コンセプトで形成していきたい、そういっ

たことを支援していただけるようなという思いで今

回、ＰＦＩ事業でいろいろな企業のほうからの提案

を受けたいということで実施する理由でございます。 

 今後につきましては、特に民間企業等のノウハウ

が活用できるような事業等がありましたら、また検

討してまいりたいというふうに思っております。以

上でございます。 

○議長（河野正春君） 副市長、鴛海 豊君。 

○副市長（鴛海 豊君） 再質疑のうち、１社のＪ

Ｖで競争性は図れたのかと、そういう質疑にお答え

したいと思います。 

 今回の入札につきましては、先ほど申し上げまし

たように、要件設定型一般競争入札ということで、

共同企業体の構成員の数につきましては、２社また

は３社といたしまして、そして、構成員の組み合わ

せにつきましては、全国大手企業のうち経営事項審

査による総合評定値と申しますけども、総合評定値

が1,700点以上の17社と、議員も懸念されておりまし

たように、技術者の不足とか、それから資材の高騰

など、建設業を取り巻く情勢は非常に厳しいことや、

大手企業だけでなくて、県内大手企業を参加させた

ほうが、よりＪＶが結成しやすいんじゃないかと、

そういうことも、いろんな面を考えまして、県内大

手企業のうちで本庁舎建設と同等以上の施工実績が

ある総合評定値が1,300点以上の２社の計19社が代表

構成員として参加できるようにいたしたところでご
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ざいます。 

 その他構成員につきましては、豊後高田市内の事

業者で建築一式工事のＡ等級格付４社と県内特定建

設事業者Ａ等級41社の合計64社による企業において

共同企業体が組織できるようになっておりましたの

で、競争性は確保されたと認識しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 都市建築課長、永松史年君。 

○都市建築課長（永松史年君） 中山田議員の再質

疑にお答えします。 

 まず、今回、入札に参加しました共同企業体の出

資比率につきましては、要件設定により構成員が２

社の場合は、各構成員が30％以上で代表構成員の出

資比率が最大であることとなっております。今回、

落札いたしました共同企業体の出資比率でございま

すが、建築主体工事は西松建設51％、菅組49％で、

電気設備工事は九電工60％、大興電設40％。機械設

備工事は協和工業65％、南設備工業35％となってお

ります。 

 また、今回の落札率でございますが、予定価格に

対し、建築主体工事で98.7％、電気設備工事で93.4％、

機械設備工事で90％となっております。 

 次に、資材や人件費のご質疑にお答えします。 

 まず、市内で調達できる資材としましては、主な

ものとして生コンクリート、鉄骨、給排水設備工事

に使用します塩化ビニール管などの配管材料等が考

えられます。 

 続きまして、今回入札を行いました工事の設計に

ついてですが、平成26年４月の単価により設計を行っ

ております。また、議員も懸念されておりますよう

に、景気の動向により工事中に著しい価格の変動が

生じた場合につきましては、豊後高田市公共工事請

負契約約款の第25条により、内容等の確認を行い、

請負代金が不適当であると認められる場合は、適正

な単価による変更設計により対応してまいりたいと

考えています。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君） 再々質問というよりも、

私の考えなり要望なりを言って終わりたいと思いま

すが、落札業者についてはただいま説明をいただき

ました。また、ＪＶの出資比率につきましても詳細

に説明をいただきまして、理解をしたところであり

ます。 

 最後になりますが、私は先ほどから言っておりま

すように、一番心配しているのが、事業費の増加が

どうしても心配されるなと、それと、それに附随し

まして、庁舎のできばえといいますか、出来高、そ

れがちょっと心配されるんじゃないかなと。 

 というのも、６月10日の合同新聞ですけど、県立

美術館の建設工事費を約１億4,000万円増額する、ま

た、県庁本館の耐震改修や橋・トンネル工事をそれ

ぞれ上積みすると出ております。その後に、2012年

４月から13年４月に12.7％の労務単価が上がり、さ

らに14年２月には6.8％上昇。資材費のうちコンク

リートに至っては13年７月に76.3％上がったという

ようなこともありまして、資材費の高騰と人件費の

高騰、また、人材の不足が大変心配されるような模

様であります。 

 そういった観点から、先ほど施工監理につきまし

ては、優秀な人材と大手の企業にしっかりとお願い

するというような答弁がありましたので、それにつ

きましては十分に注視をし、我々も議員として注視

しながら、今後また議論して、すばらしい新庁舎を

建設していきたいなと、そのように思っております

ので、それについて十分な配慮をお願いいたします。 

 また、ＰＦＩにつきましては、先ほど課長の説明

がありましたが、今後ともなるべくこのＰＦＩ法と

いうのがありますので、そういった部分で十分に資

金を利用しながらコミュニティの建設に努めてまいっ

てほしいと考えております。 

 以上で終わります。 

○議長（河野正春君） 議案質疑を続けます。 

20番、大石忠昭君。 

○20番（大石忠昭君） 日本共産党の大石でありま

す。最初に第41号議案について、今、中山田議員か

らるる質問があり、答弁がありましたが、今回、今、

分譲開始をしております玉津の城台団地の敷地内に

18戸の若者向けの集合住宅をつくり、コミュニティ

センターをつくるんだと、新しい民間活力を利用し

た形でやろうとしているんですけれども、これだけ

今、業者にとって仕事がないときだけに、こういう

方式で建設することによって、実際に高田の業者が

参加できる見通しがあるのか、先ほど、説明会など

もしたそうですけれども、そういう参加者の顔ぶれ

から見て、今後、これだけの事業を、合計３億8,000

万円でありますね、この事業を市内業者で実際に受

託できる見通しがあるのかどうか、その辺の事業効

果についてと、若者向けの住宅だということですけ
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れども、なかなか今、市長が、中核工業団地に働い

ている若い人たちを高田に住んでもらうようにする

と意気込んでみても、やっぱり給料が安い状況では、

なるべく安い家賃の公営住宅をつくらないと若い人

は入れないと思うんですよね。 

 高田中学校のグラウンド横に住宅ができたときに

も、本当に議論になったんですよ。あれ、造成工事

をそんなにする必要ないと思ったけど、造成工事な

どでも随分かかりまして、家賃が物すごい単価のも

のになったんですよね、一戸住宅だから。 

 今度はその近くにまたつくるんだけど、今度、集

合住宅でやれば経費も随分変わってきてて、安い家

賃が設定できるんじゃないかと思うけども、これだ

け、今回委託をして発注するということになって、

見込みとして18戸の住宅というのは、住宅家賃とい

うのは建設費から計算して設定されるんですけれど

も、本当に安い家賃、民間のアパートよりも安い家

賃で設定できる、この予算、３億8,000万円という予

算でいったら、そういう見込みが立つのかどうかが

一番、事業効果が上がるかどうかの鍵なのでお尋ね

しておきます。 

 次が、補正予算の中で緊急雇用の創出事業を利用

していろいろ提案されておるんですけれども、５款

の労働費の中で、高齢者、これ言うならば、シルバー

人材センターの仕事を探すセールスの職員を雇うと

いうことのようなんですけれども、これによってど

ういう事業効果があらわれるのか、今まで仕事量が

こうだったんだけど、これだけ注文をとってくれば

登録されている人がこういうようにふえていくんだ

というような、具体的に市民が見てもこの事業をや

ることによって今後、働く場所がふえていくんだと

いうような事業かどうなのか、また、それだけ、あ

と1,000万円の中での緊急雇用の関係、事業効果につ

いて説明してもらいたいと思います。 

 それから、６款の農業振興予算の中で、田染地区

の農業と観光が調和した地域づくりをやろうという

ことで、田染荘の中の小崎地域が国の重要文化的景

観に選ばれまして、またそれが一つの基礎となって、

国東半島が世界農業遺産に選ばれたことは、本当に

市民としても喜ばしいことであります。 

 だから、これを本当にやっぱり、豊後高田の財産、

宝として今後どう生かすかという問題は注目すると

ころでありますので、今回、1,000万円、田染地域に

といっても、小崎地区だけなのか、田染全体なのか

ということも、やっぱり市民として関心を持つとこ

ろでありますが、この1,000万円の事業でどういう事

業効果を上げようとしているのか、市民にわかるよ

うに説明してもらいたいと思います。 

 それから次は、そばの拡大で、資料をいただきま

してわかりましたけども、相当額の事業、これまで

取り組んできました。春の春そばについては生産面

積では日本一だということを誇っておりますけれど

も、問題は、やっぱり生産をしている農家の皆さん

の所得をどう上げていくかが、やっぱり一番ポイン

トですよね。 

 それから、認定そば店も随分できましたけれども、

それぞれお客さんがふえて消費がふえるということ

が鍵になりますし、また、ホテルにしても旅館にし

ても、団体客などにおいて豊後高田産のそばを食べ

てもらおうということで、いろいろな事業もやって

おりますけれども、全体的にかなりの予算を組んで

るけれども、生産者においても、あるいはこれを消

費する関係の中小業者においても、市が予算をかけ

たがんがあると、実際にそれぞれの所得が向上して

きたという実績を上げてもらいたいと思うんですけ

ども、今回、2,000万円、新たにそば関係で予算を執

行することによって、その点、どういうような事業

効果が上がるというように期待をしているのか、市

民にわかるように説明してもらいたいと思います。 

 次は、７款商工費の中で、また人材育成事業に1,300

万円、その他緊急雇用、全部で2,200万円を提案され

ておるんですけれども、この2,200万円の内容につい

て、どういう事業効果が期待されているのか説明し

てもらいたいと思います。 

 次は、花いろと夷谷温泉の施設を改修するという

ことで約7,000万円の予算が組まれております。大分

合同新聞では、これ、６日付でしたか、観光客増に

期待と、２つの温泉のリニューアルをやっていくん

だということで、花いろのほうについては家族温泉

も新設すると書かれているんですけれども、家族温

泉はもう既に３月議会で予算が可決されておりまし

たね。正確には今度、7,000万円というのは、花いろ

と夷谷温泉の露天風呂のリニューアルだと思うんで

すけどね。 

 私が聞きたいのは、普通、この種の事業でしたら

ば、やはり利用者のほうから、ぜひ市長、こうこう

で、もう老朽化して、露天風呂を何とか改修しても

らわないとと、こういう声が上がって改修するんだ

と思うんですよね。あるいは、夷谷温泉においても、

全体が小さいんですけれども、露天風呂がないから
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利用者の皆さんが露天風呂をつくってくれという声

から改修計画ができたというのならわかるんですけ

ど、そうじゃないようなんですよね。 

 例えば、私はどちらの温泉も長い期間では利用さ

せていただいておりますけれども、そりゃ、花いろ

で、夕べも入ってる人たちに意見を聞いてみても、

露天風呂の改修というのは、みんな合同新聞見たと、

今なぜ改修かと。そんな、7,000万円というのが前面

に出とるからね、そんな金かけるんならば、利用料

を安くしてくれというような声なんですよね。一部

では、サウナをもっと広げてもらいたいというのも

ありますけどね、一部では、いや、もうこれだけで

いいと、銭をかけることはないじゃないかと、むし

ろ、そういう経費をかけるよりは利用料を下げてく

れというのが圧倒的な声なんですね。相当の人に聞

いてみました。 

 夷谷温泉については、サウナが狭いんですよね。

本当に何人しか入らないでしょう。むしろ夷谷温泉

のほう、サウナをつくってくれというのはまだあり

ますね。そういう利用者の声から出発して改装する

というのはいいけれども、花いろにおいては、まだ

建設されて10年ちょっとで、今、改修が必要かとい

う点なんですよね。 

 しかも、予算の内容から見てびっくりするのは、

家族風呂の改修は工事請負費で出しておりますけれ

ども、今度の改修費は工事請負費じゃないんですよ

ね。委託料で出しているんですよ。この種の事業で、

委託料で工事をしたなんていう例が今まで、永松市

長になってからないと思うんですよね。なぜ、工事

請負費じゃないで委託料という名目の予算になって

いるのかも、ちょっと私が聞きたいところなんです

けどね。これだけかけて、どういう事業効果が期待

されるのか、まず説明してもらいたいと思います。 

 次は、43、44、45の中で、最初は43の問題なんで

すけれども、庁舎の建築の主体工事について、約20

億の事業なんですけれども、これはもう合併前、合

併後を含めて、これだけ大きな建築事業というのは、

もう高田では考えられないと思うんですよね。それ

だけに、どこの業者が今度受注するのか、市民の関

心事でありました。 

 ところが、実際にＪＶを組んでいわゆる共同企業

体を組んで入札に参加したのは１社だけなんですよ

ね。さっき、永松課長の説明では、るる説明があっ

たけれども、１社だけで、永松課長は、要件設定型

一般競争入札では総合判断でやるから、この場合は、

ただ、入札の単価だけじゃないんですよと、総合評

価方式でやっているから単価だけじゃないんですよ

と、総合的に評価して業者を選んだという説明をし

ましたけどね、１企業体が入札をして単価だけじゃ

ないというても、単価どおり行っているじゃないで

すか。１社しかないんだから、もうそれしかとって

ないから。入札の原理、お互いに公正に競争原理を

働かせるということは全くないんですよね。随契と

同じ形になっているでしょう。 

 しかも、私も資料を調べてみましたけれども、こ

の分については98.7％で、もう設計単価にほぼ近い

んです。98.7なんですよね。あとの事業については、

それは単価が同じ、機械設備については単価が同じ

ですわね。入札単価が同じ。同じ単価なんだけども、

それは四捨五入しますと90.0％ですね。単価は同じ。

しかし、総合評価で一つの九特と組んだほうが落ち

ていますわね。もう一つの電気のほうも93.4％です

ね。これは単価が別々で、安いほうが落ちています。

安いか高いかではなくて総合評価するといいながら、

こちらはやっぱり安いほうが落ちておるでしょう。 

 一番今、問題にしているのは、主体工事、約20億

の工事について、競争相手がないと。入札に参加し

た人がそのままいく、これだったら、最低制限価格

を敷いておるけれども、最低制限価格よりも１円で

も上の札を入れれば確実にとれるという計算になる

入札でしょう。だから、いろいろとうわさが流れて

いるんですよ。桂橋をつくるときも、市長の娘の会

社云々というのが随分流れましたけどね、あれと同

じような形で、変なうわさが流れていますけれども。

私はうわさを信じるわけじゃないんですけれども、

やっぱり市内の業者でＡ級と言われる業者は今まで

でしたら、たしか４社あったと思うんですよね。 

 例えば私は、最近の議会では、都甲の小中一貫校

の建築工事で、これは市内の業者が４社入りました。

で、あと、市外の業者が２社入りまして、６社で入

札でしょう。大体、これまでの事業というのは、い

わゆる１億、２億を超えるような事業は、５社以上

が入札に参加して競争しているんですよね。 

 ところが、約20億の事業に１社しか入らんで、そ

のまま98.7％、ほぼ設計単価に近い単価で今、契約

をしようとしているわけでしょう。だから、何でか

と疑いたくなりますわね。何でかと。 

 それで、なぜというふうに市長、考えますか。な

ぜほかの業者が参加しなかったのか。ここが市民の

疑問なんですよ。なぜ競争しなかったのか。１社だっ
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たら入札を取りやめて、もう一回やりかえるという

方法を取るべきでなかったかと私は思うんですけれ

ども。その辺、市民がわかるように説明してくださ

い。 

 それから、２つ目の質問は、これは３議案にまた

がる問題で、中山田議員からありましたが、これだ

け大きい事業なんだから、やっぱり地元の業者で調

達できるものは全て調達するために、ただ永松課長

が業者に働きかけますという程度ではなくて、市長

が政治生命をもって、こんな100％近い、いわゆる設

計単価に近い契約をしようというんならなおさらの

こと、できるものは全て高田の業者、高田の市民を

雇うという方法をとるべきだと思うんですよね。そ

れを市長が、その辺、単なる、お願いします程度じゃ

なくて、ちょっと詰めた議論ができないのかどうか、

市長の見解を聞きたいんですよ。 

 それから、生コンや鉄骨やというふうに言われて

いましたけれども、設計書を見て、これとこれとこ

の部分については高田で調達できるという可能性の

問題を一致させてもらいたいんですよ。実際に可能

性、どういう部門だったら高田で調達できるかとい

うふうにあなた方が認識できるか。認識を一致して

もらいたいんですよね。市内の業者を受けるか受け

んかはまた別問題ですよ。こういう問題は受ける、

受けられる可能性があると、なるべく高田で下請か

ら原材料から、左官さんから大工さんから、各種の

職人さん、人夫さん含めて、あらゆる形でどれぐら

いのものが高田で調達できるというふうに見込まれ

るのか、その辺の見込み量を示してもらいたい。そ

れぞれのところですよ、３つの議案について。それ

で、何とか高田優先、高田に経済波及効果があるよ

うにしてもらいたいと思うんですが、どうでしょう

か。 

 それから、次は47号議案ですが、市職員の公務中

の公用車による事故の問題、これも、この前、毎回

のように事後報告という形で、示談が成立しました

という形で報告があっているんですけども、これは、

私も特に飲酒運転や酒気帯び運転は絶対してはなら

ないと、仕事中であろうと遊びに行こうと、とにか

く事故を起こさんように、やっぱり注意に注意を重

ねんといかんというように自分を戒めながら運転を

しておるんですけれども。 

 これは、もう起こったことで仕方ないことなんだ

けども、いつ誰がどういう事故を起こすかわかりま

せんので、特に飲酒運転、酒気帯び運転、公務員の

方はお互いにやっぱり厳重に注意していくし、やは

り公用車による事故というのは、やっぱり市民から

見てもちょっと批判の声が高いと思いますので、今

回の場合は200万円を超える損害賠償をするような事

故になったようですけれども、やっぱりこういう事

故から、何が原因だったのか、今後、どうすればこ

ういう事故防止ができるのか、ちょっと説明をして

もらいたいと思います。 

 それから、最後には、報第８号で、豊後高田市観

光まちづくり会社の雇用実態についてですけれども、

この前、町の中で演説しておりましたら、ある商店

主の立派な方が出てきまして、大石さん、議会で取

り上げてくれんかと。市長が人口３万、３万と言っ

ているけど、本当にできるんかえと、まず足元を見

てみよと。この観光まちづくり会社の従業員で、高

田の人が何人働いていると思いますかと、宇佐から

来とるじゃないかというふうに言われたんですよね。 

 何とか、高田で働く場を確保する、本当に、高田

で働いとる人は高田に住んでもらうように努力せな

いかんときに、何で市が出資をしているまちづくり

会社の従業員が宇佐から来ているんかというように

されて、私が調べたわけじゃないんですよね。今度、

決算書が出ておりまして、3,500万円ぐらい人件費を

使っておりますけれども、実際に高田市民が幾らで

宇佐から、あるいは市外から何人雇用というところ

になっているのか。これ、もしその市民の方が指摘

するようなことがあるなら、今後、改善をしていた

だきたいと思いますが、どうでしょうか。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君） 企画情報課長、河野真一君。 

○企画情報課長（河野真一君） 第41号議案に関す

るご質疑の中で、市内事業者が参加できる見込みは

あるかとの事業効果についてでございますが、先ほ

ど、中山田議員のご答弁の中でも申し上げましたよ

うに、６月２日に開催しました説明会では、その参

加者のほとんどが市内の事業者の方でありまして、

また、今後、募集要項等が決まりましたら説明会を

開催して、市内事業者の方が参加できるようにして

いきたいというふうに思っております。 

 また、家賃につきましては、現時点では事業者か

らの提案もありませんで、また今後、新たに制定い

たします子育て支援住宅に関する条例の中で家賃等

については決定していきますので、現時点では申し

上げられませんが、若い人たち、子育て中の方々が

住めるように配慮してまいりたいというふうに思っ
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ております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 商工観光課長、安田祐一君。 

○商工観光課長（安田祐一君） 大石議員ご質疑の

今回の緊急雇用創出事業につきましては、定住促進

に向けた雇用の拡大を目的に、若者や子育て世代の

女性、技術を持った高齢者などの雇用の幅が広げら

れるよう、各事業実施主体への委託事業として取り

組むものでございます。 

 まず、高齢者地域就業促進事業でございますが、

現在、シルバー人材センターに登録している会員数

につきましては、３月末で145名でございます。平成

22年度の163名をピークに、年々減少傾向にございま

す。 

 このようなことから、本事業ではシルバー人材セ

ンターに委託をしまして、新たに就業開拓推進員を

１名雇用していただき、企業や一般家庭を訪問、営

業することにより、庭木の手入れや施設の清掃など、

新たな仕事先の開拓を行い、それに伴う会員の加入

促進を行っていきたいと考えております。 

 事業効果につきましては、シルバー人材センター

において20名の会員の増加を目指し、就業機会の確

保に努めるとともに、就業率の向上を図るため、事

業を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、働くｍａｍａ就業支援事業でございますが、

現在、雇用対策の一つといたしまして、女性の雇用

の促進を重点施策として取り組んでおります。本事

業では、結婚や出産、育児のため離職をし、再就職

しようとする女性の方に対しまして、子育てをしな

がらでも安心して働ける体制を整備するため、健康

交流センター花いろにサテライトオフィスを開設し

ていただいた、東京に本社のあるＩＴ企業で日本最

大級の子育て支援サイトを運営しております株式会

社デジタルブティックにネットワークビジネスのノ

ウハウを習得するための人材育成事業を委託するも

のでございます。 

 子育て世代の女性でパソコンを使って仕事に興味

のある方５名を雇用していただき、インターネット

販売やホームページの運営などに必要な高度な技術

等を習得できるよう、各種の研修を実施していただ

きます。 

 事業効果につきましては、技術を習得された方々

がインターネットを活用した在宅ワークなど、子育

ての時間に合わせた就労形態が得られるよう、多様

な雇用の機会を提供することでさらなる女性の労働

力の活用を促進していきたいと考えております。 

 次に、豊後高田市地域人材育成事業でございます

が、市内の製造業や建設業、医療福祉サービス業な

どにおいて、人材を確保したいが即戦力となる人材

がおらず、育成する期間や経費に余裕がないといっ

たことが考えられます。 

 本事業では、そういった課題を抱える市内企業に

委託しまして、経験が浅く資格がない若者や再就職

に不安を抱える女性、働く意欲のある高齢者を雇用

していただき、その企業で就業できるよう必要な技

術や知識を習得させるための人材育成研修を実施し

ていただきます。 

 事業効果につきましては、求職者４名を育成し、

事業終了後、引き続きその企業で雇用していただく

ことで、地域雇用促進を図ってまいりたいというふ

うに考えております。 

 次に、商店街若手起業者人材育成事業でございま

すが、商店街の活性化を図るため、創業を希望する

45歳以下の若者に対しまして、豊後高田市観光まち

づくり株式会社に委託し、商店街での創業希望者３

名を雇用していただきます。 

 そこで、創業に必要な経営のノウハウやサービス

の方法、店舗づくり等の知識の習得とチャレンジ

ショップ等による実務を通した研修を実施していた

だきます。 

 事業効果につきましては、３名の創業者を育成し、

商店街の空き店舗への起業を促し、若者の活力によ

るにぎわいづくりを図ってまいりたいというふうに

考えております。 

 今回のこの４つの事業を行うことにより、13名の

求職者の人材育成を行い、就業や創業を支援してい

くことで、人口３万人の実現に向けた雇用創出の後

押しとなる事業として実施していきたいというふう

に考えております。 

 次に、くにさき六郷温泉活性化事業の花いろ温泉、

夷谷温泉の施設改修についてお答えします。 

 ご案内のように、現在、大分県では「おんせん県

おおいた」として、各種情報媒体を活用した大規模

な観光ＰＲを展開しておりまして、今や日本一の温

泉県として全国に注目を集めているところでござい

ます。 

 本市におきましても、くにさき六郷温泉として花

いろ温泉、旅庵蕗薹、真玉温泉山翠荘、仙人湯、海

門荘、夷谷温泉の市内６カ所に泉質の異なった個性

のある温泉が湧き出ております。 
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 こういったことから、県が戦略的に推進しており

ます「おんせん県おおいた」の取り組みと連携を図

りながら、本事業においてハード・ソフト両面で整

備を進めることにより、温泉ファンのみならず地域

観光全体のさらなる集客効果を目指すものでござい

ます。 

 まず、花いろ温泉につきましては、これまで本当

に多くの市民の方々に大変親しまれておりまして、

ご利用いただいておりますが、観光でお越しになる

方はほとんどいない状況でございます。また、ここ

の源泉である炭酸水素塩泉の含有量は、県内でも有

数の泉質であるにもかかわらず、そのよさを有効に

活用されていないのが現状でございます。 

 このようなことから、現在の露天風呂施設内に新

たに２つの異なった泉質を楽しむことができるよう、

炭酸水素塩泉の源泉掛け流し風呂と炭酸が強めな冷

鉱泉風呂を整備いたします。さらに露天施設につき

ましても、和と洋の異なったコンセプトによる改修

を行い、男湯、女湯それぞれで違った雰囲気の中で

露天風呂が楽しめるよう改修をいたします。 

 そのほか、受付窓口の改修や脱衣所の床の張りか

え、サウナ室内の改修を行うとともに、魅力的な露

天風呂の改修にあわせ、施設のリニューアルを図っ

ていきたいというふうに考えております。 

 このような整備によりまして、これまで以上に市

民の皆さんに温泉を楽しんでいただきながら健康増

進に寄与する施設として、また、観光客の方々にも

足を運んでいただけるよう取り組みたいというふう

に考えております。 

 次に、夷谷温泉につきましては、これまで硫酸塩

泉の温泉として人気もございましたが、国東半島の

山里を体現したロケーションを生かし、露天風呂施

設を整備してほしいという皆さんからの声もござい

まして、山間にたたずむひなびた温泉施設のイメー

ジをコンセプトとして、今回、露天風呂を新たに設

置し、和風の外観と内装に改修をいたします。静か

な山間の自然の中で、市民の皆さんを初め観光客の

方々にもゆっくりくつろげるよう整備をしてまいり

たいというふうに考えております。 

 また、このくにさき六郷温泉活性化事業では、県

内の温泉に精通しております大分県産業科学技術セ

ンターの温泉博士としても著名な斉藤雅樹さんや温

泉の成分分析を行っております大分県薬剤師会とも

連携を図りながら、市内６つの異なる泉質を生かし

た観光温泉としての仕掛けづくりや回遊性を重視し

た独自の入浴スタイルを提供していきたいと考えて

おります。 

 このような取り組みによりまして、くにさき六郷

温泉全体の利用客の増加を図るとともに、昭和の町

や六郷満山の寺社仏閣、真玉海岸や長崎鼻など、温

泉施設周辺に点在する観光施設との連携や食や物産

といった農業や商業との連携を図ることで相乗効果

も見込んでおるところでございます。 

 いずれにいたしましても、「おんせん県おおいた」

の取り組みと歩調を合わせ、効果的かつ戦略的に事

業推進することで、新たな観光スタイルを提案しな

がら観光地豊後高田市としてさらなる活性化を目指

していきたいと考えております。 

 なお、今回、補正におきまして、工事請負費でな

く補正予算を委託料として計上しました主な理由と

いたしましては、本事業の中心となる花いろ温泉及

び夷谷温泉の改修について、それぞれの泉質等の特

徴を最大限生かした改修を行うとともに、外観を含

めた観光的基盤整備も同時に行うことで単なる温泉

施設としてではなく、多くの市民の皆さんの健康増

進や安らぎの場所としてさらなる利用増加を目指す

ものであり、また、市外からの入浴客が集う拠点施

設を目指したものでございます。 

 そのため、温泉施設の状況把握、多様なニーズへ

の対応、これまでの誘客促進対策等を総合的に担っ

ている観光協会に委託をすることにより、運営面、

経費面ともに最も効果的な事業の執行が可能となる

と考えております。 

 また、施設改修段階から今後の誘客促進に向けた

ソフト事業とあわせ一体的に進めることが可能とな

り、ハード・ソフト両面で費用対効果の高い事務執

行が見込められることからでもございます。 

 次に、豊後高田市観光まちづくり株式会社の雇用

実態についてお答えします。 

 本年４月１日現在のまちづくり会社の雇用状況に

つきましては、パートを含めた社員数は28名で、そ

のうち市内居住者が23名、市外居住者が５名でござ

います。 

 ご案内のように、まちづくり会社は持続発展可能

なまちづくりの核となる組織として、昭和の町の振

興を初め広域観光の推進、農商工連携など、多様な

業務を精力的に推進していただいております。 

 議員ご指摘の雇用実態の問題ではございますが、

まちづくり会社も定住人口３万人構想のもと、市の

主要施策と歩調を合わせた会社運営を行っていただ
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いておりまして、現在、市外居住者の方々には本市

への移住を勧めているところでございます。今後も

雇い入れに際しましては、市内居住を大前提として

対応いただくよう、お願いしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 農林振興課長、大力雅昭君。 

○農林振興課長（大力雅昭君） 第41号議案につい

てのご質疑のうち、まず田染地区の農業と観光が調

和した地域づくり事業についてお答えします。 

 本事業は、総務省の過疎集落等自立再生対策事業

を活用し、実施を予定している事業で、現在、国の

ほうに申請中であります。 

 事業エリアにつきましては、昨年５月に世界農業

遺産に認定され、その縮図とも言える田染荘を中心

とした田染地域全体となっております。 

 事業内容についてですが、先日行われました御田

植祭等イベント時におけるテント、椅子、机などの

整備やイベントの開催経費、田染地区の特産品であ

ります米の有利販売に向けた食味計の導入、農家民

泊におけるワンランク上のおもてなしを図るための

整備、世界農業遺産を満喫していただくモニターツ

アーなどの計画をしているところであります。 

 事業効果につきましては、イベント時における村

おこしグループの負担軽減や農家所得の向上、観光

客の増加及び満足度の向上等、地域資源を活用した

観光と農業が一体となった地域づくりが見込まれて

います。 

 次に、そばの関連事業についてお答えします。 

 本事業は、農林水産省の農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金事業の認定を受け実施するものであ

ります。 

 事業内容につきましては製粉施設と手打ちそば屋

を新設するもので、製粉施設はそば株式会社が事業

主体となり事業を実施し、補助率は国庫30％で、残

りは事業主体の負担となります。また、手打ちそば

屋は上真玉そば生産組合が事業主体で、補助率は国

庫50％で、製粉施設同様、残りは事業主体の負担と

なっており、一般財源の持ち出しはございません。

なお、両施設とも年度内の完成を目指しています。 

 事業効果につきましては、製粉施設及び手打ちそ

ば屋新設により、地産そばの消費拡大による農家所

得の向上、さらには雇用の創出を見込んでいるとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 副市長、鴛海 豊君。 

○副市長（鴛海 豊君） 庁舎建設に関する質疑の

うち、建築主体工事に係る質疑にお答えします。 

 １社だけの入札で競争性がないのではないかとい

う趣旨のご質疑でございましたが、本入札につきま

しては、先ほど中山田議員にもご説明申し上げまし

たように、一般競争入札でありますので、公告をし

た時点で競争性は発生していると考えられることか

ら、競争性は確保されると認識しております。 

 また、なぜ１社しか参加できなかったかというこ

とにつきましては、先ほども申し上げましたように、

全国大手の17社、そして県内大手２社、県内を含め

て19社と、そしてその他構成員としまして市内の４

事業者、そして県内から41事業者、そういう大きい

中で選択肢があったわけでございます。 

 しかし、先ほど中山田議員も質問の中で話されて

おりましたように、やはり国内におきましては東日

本の復興に伴う大型事業、そしてまた2020年の東京

オリンピック等に伴うインフラ整備、そしてまた大

企業中心に景気が回復したことによります。新聞等

によりますと設備投資が27兆円を超えるというよう

な、そのような大型事業がありますし、また、県内

におきましても駅前ビルの大きいビルの建築の事業

もありますし、また美術館の建設、それからまた県

庁の耐震化の工事と、そういう大きい事業があるこ

とが、多少そういう建設業を取り巻く厳しい環境が

影響したんじゃないかと思いますし、また、共同企

業体を結成していただく上におきましても、企業内

での合意調整ができなかった、そういうふうに認識

しております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 都市建築課長、永松史年君。 

○都市建築課長（永松史年君） それでは、新庁舎

建設及び総合庁舎改修工事に関する質疑のうち、建

設資材、下請に関するご質疑についてお答えします。 

 市内で調達できる主な資材としましては、先ほど

申しましたように生コンクリート、鉄骨、給排水工

事に使用する塩化ビニール管等の配管材を見込んで

おります。 

 なお、使用する資材等の種類が多く、全てを把握

するのは困難ですので、可能な限り、市内で調達で

きるものは市内で購入していただくようお願いして

まいりたいと考えております。 

 次に、下請事業者につきましては、鉄筋工、型枠

工、配管工、左官工事などが考えられますが、市内

業者を最優先に活用していただくとのお話もありま
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すので、今後、一層の市内事業者の活用が図れるよ

うお願いしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（河野正春君） 総務課長、佐藤之則君。 

○総務課長（佐藤之則君） 第47号議案及び報第９

号に関するご質疑にお答えいたします。 

 まず、続いております公用車の事故につきまして

は、大変申しわけなく思っております。相手の方及

び市民の皆様に対しましておわびを申し上げる次第

でございます。 

 それぞれの事故の原因でございますが、基本的に

は議案書に記載させていただいておりますけれども、

第47号議案の関係は、公用車で右折する際、左方向

から直進してくる相手方の車に気がつかなかったこ

とで、車同士が接触し、相手の方に通院するけがを

させてしまったものでございます。報第９号の件は、

公用車の後部と相手方の車の前の部分が接触したも

のでございます。 

 交通事故につきましては、ちょっとしたミスや見

落としが原因となることが多いことから、職員に対

しましては継続して強く注意喚起を行ってまいりた

いと思っております。引き続き、安全運転を強く徹

底していきたいと考えているところでございますの

で、ご理解をお願いしたいと思っております。 

○議長（河野正春君） 大石忠昭君。 

○20番（大石忠昭君） それでは、再質疑をいたし

ます。 

 時間があと16分ですので、１つは、商工観光課長

が答弁しました緊急雇用の問題で、シルバー人材セ

ンターの仕事の営業をやって雇用をふやしていこう

ということなんですけれども、その中で人数的なこ

とがありましたけれども、20人をふやそうというこ

となんですけれども、今の登録されておる人の就業

率が非常に低いというように聞いておるんですけど、

やっぱりふやすと同時に就業率をふやしてもらわな

いと、なかなか年金暮らしでは暮らせないという人

たちが多いわけだから、もう少し思い切って、公共

工事の関係で思い切ってシルバー人材センターに発

注するようにしてもらいたいしね。 

 それから、市内の企業にしても家庭についても、

こういう形で１人雇う以上は営業を大いにやっても

らって、仕事量をふやしてもらいたいと思いますが、

どうでしょうか。 

 それから、田染に今回、1,000万円投入する問題な

んですけれども、小崎地域の皆さんが長年、やはり

自分たちの地域に誇りを持って、ああいう形で営々

と努力されていることは、本当に私ども、感謝をし

たいと思うんです。 

 今回、また1,000万円つけることによって、今説明

がありましたように、いろんな事業に取り組むわけ

なんですけれども、実際にやはり地域のさらなる活

性化につながる、農家所得にもつながる、観光客も

かなりふえて、もうこれが昭和の町やその他の史跡

などを生かして全体の観光振興にもつながるように、

さらなる努力をしてもらいたいと思うんですけども、

これが、ただ農林振興課だけでなくて、商工観光課

とも連携して、この問題を大いにやってもらいたい

と思いますが、どうなのか。 

 それから、そばの消費拡大の問題で、新たにまた

2,000万円投入するということなんですけども、私の

言った、生産農家の所得を本当にふやしていく、あ

るいは販売する事業所などの所得をふやしていくた

めに、この2,000万円をつぎ込むことがどういう事業

効果があるのか、もう少しその点、ちょっと目に見

えるように努力してもらいたいと思うんですけど、

もう少し事業効果について説明してもらえんでしょ

うか。 

 それから、あと、花いろと夷谷温泉の改修問題で、

業者に委託をしてもやるということなんですけども、

花いろで事業費をどれだけ見るのか、夷谷温泉でど

れだけ見るのか。これで、確かに市民の健康増進や

憩いの場として生かしてもらうとか、あるいは新た

な観光客を呼ぶことで生かしていこうということな

んですけど、私は時間的には夜の９時から10時が多

いんですけど、大体、高田にいるときには花いろに

今は行っていますけどね。きょう、資料をもらいま

して、全体、１年間でどれぐらいの利用者があるか

ということで、最近では昨年度で、花いろで13万9,072

人、スパランドで10万8,799人、夷谷で５万8,854人

ですよね。このうちに、高田の人と市外を分けたと

きにどうするかというような分析をされておるのか。 

 今、観光客がほとんどないんだと言われた、私は

やっぱり観光客向けよりは、花いろの場合は、健康

交流センターとして建設したわけやから、やはり市

民の健康増進の場、市民の触れ合いの場になるよう

なことに重点を置いたほうが得やないかと思うんで

すよね。随分、宇佐からのほうも常連の方が毎晩来

ていますけどね。観光客向けというよりは市民向け

に改修するなら改修するんだけど、改修する必要が

今はないと思うんですよ。それより料金を下げるこ
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と。 

 調べてみましたら、別府市では70歳以上はお風呂

は全部無料です、市営温泉は全て無料ですね。身体

障害者も全て無料なんですよね。私は、無料にしな

いでいいけれども、やはり健康増進ということになっ

たら、もっと安くしてくれというのが市民の要求な

んですから、安くして人数をふやしたほうが、実際、

得じゃないかと思うんですよ。 

 これだけ、7,000万円かけたら、それ元を取るとし

たら、大変なことでしょう。だから市長、それは市

長の政治姿勢にかかる条例を変えればできることな

んですけども、改修費にかけるよりは料金を下げて

多くの人が活用してもらうほうにしたらどうかと思

うんですよ。 

 いや、観光客がふえるというなら、観光客がどれ

だけふえるというふうに見込むんですか。今の現状

で、市内と市外の分析をされているんですか。その

辺、ちょっと説明してください。 

 それから、次は市庁舎の建設問題なんですけれど

も、副市長から競争の原理というのは告示して誰で

も入れる状況になっているのに参加しなかったんだ

から、参加しなかったのが悪いんだということなん

ですけどね。しかし、入札の原理から言ったら、公

正な形で競争させて、市にとっては一番、都合のい

い方と契約するということなんでしょう。１社であっ

たらもう、競争が全くないじゃないですか。 

 それで、まだ時間があるんだから、たったの１企

業体しか募集がなかったんなら、ちょっと待って、

市内の業者にも事情を聞いてみて、何で大手とベン

チャー組めないのか、その辺も調査をしてみて、期

日を延長してでも市内業者が参加できるような形を

とるべきやったと思うんですけど、なぜとらないの

か。 

 確かに入札の結果は、この１社だけのところが設

計単価、予定価格と一番近い単価ですよね、100％近

い単価で落札しているという状況を見てもこれはお

かしいと思うんですよね。いろいろな市民から疑惑

の声が上がるのは当然だと思うんですよ。 

 だから、そういう努力をしたけれども最終的には

１企業体だけだったというなら、またこれで納得し

ないこともないけどもね。そこまで努力したのかど

うかを聞きます。 

 それから、この３つの事業でどういうことが市内

の経済効果を上げるかということで永松課長からい

ろいろ説明がありましたね。これ、努力をしてみる

ということなんだけど、私は、これは１課長だけで

なくて、契約の段階で、市長、努力すると言われて

いましたけど、したんですけどで終わらないように、

実際に結果として、やっぱり地元で原材料も購入で

きる、下請もやる、雇用も促進できたという状況を

つくるために、市長自身が今までと違った形で今回、

契約する業者と話をつけてもらいたいと思うんです

けど、その辺どうでしょうか。 

 それから、今、永松課長の説明の中になかったの

は、サッシですね。建築には必ずどこでも、窓のサッ

シがありますね。これ、調べてみましたら、消防庁

舎のときには高田の業者が仕事をとっていますね。

ところが、そこの図書館のとき、あれだけ大きい工

事をやったけど、図書館では市内の業者が仕事をとっ

てないでしょう。今度、やっぱりこれだけなったら、

サッシ、窓枠、ガラスなどについても、これは地元

で調達できると思うんですよ。そういうことも市長、

努力をしてもらえないでしょうか。 

 以上です、時間がない。 

○議長（河野正春君） 商工観光課長、安田祐一君。 

○商工観光課長（安田祐一君） 大石議員の再質疑

にお答えします。 

 まず、シルバー人材センターの促進の関係でござ

いますけども、現在145名、そしてピーク時の平成22

年のときに163名の会員数を誇っておりました。 

 このピーク時に近寄れるよう、20名の会員の加入

促進を図るため、営業促進によって仕事をとりなが

ら、高齢者の雇用の場を確保していきたいというふ

うに考えております。 

 それと、稼働率の問題でございますけども、現在、

シルバー人材センターの総会資料によりますと、平

成25年度の会員数が145に対して、25年度の就業実人

員が126名となっております。稼働率については86.9％

という状況になっておりまして、今後、この稼働率

の率もこの事業の取り組みによって上げていこうと

いうふうに考えております。 

 次に、各温泉施設の事業費の関係でございますけ

ども、花いろ温泉につきましては当初予算に計上し

ております1,020万5,000円に、今回補正額の2,419

万円を合わせまして、3,439万5,000円が改修に係る

事業費となっております。 

 また、夷谷温泉につきましては、当初予算に計上

しております366万8,000円に対しまして、今回補正

額の4,634万6,000円を合わせまして、5,001万4,000

円が改修費に係る事業費となっているところでござ
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います。 

 そのほか、入り込みの客数の関係でございますけ

ども、市内、市外の分析をどうしているかというこ

とでございますが、これにつきましては指定管理者

の方々にお聞きする中で、観光客のお客様方がかな

りお越しになっているというような、そういう正確

な数字はつかんでおりませんけども、指定管理者の

方々に聞く中で、やはり市民の方々の利用が多いと

いうことでございます。 

 よって、特に花いろ温泉、議員も言われてますよ

うに、花いろ温泉につきましては、昨年度で13万9,072

人の入り込みもあっておりまして、大半が市民の方々

でございます。 

 そういった部分で、より性質のいい源泉などを活

用しながら、市民の方々の健康増進に何とか資する

よう、また、より多くの市民の方がご利用いただけ

るよう、整備を図るものでございまして、それにア

ルファで地域経済の相乗効果も期待しまして、こち

らの観光施設にお見えになる観光客の方々にも温泉

のほうに足を運んでいただき、また、温泉を目的に

来られた方々には、周辺の観光地にも足を運んでい

ただくというような相乗効果も見込んでおるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 農林振興課長、大力雅昭君。 

○農林振興課長（大力雅昭君） 大石議員の再質疑

にお答えいたします。 

 まず、田染地区の地域づくり事業につきましては、

本地域が特に昭和の町に次ぐ観光資源の多い地域と

いうことで、従来から観光課のほうと連携をして取

り組んでまいりましたが、今後につきましても事業

推進に当たっては、商工観光課と連携して事業展開

していきたいと考えております。 

 次に、そばの事業効果についての再質疑でありま

す。本プロジェクト事業につきましては、平成24年

度から平成27年度までの事業となっておりまして、

本年度につきましては、そばの販売量、一応、目標

の平成27年度に20％アップを目標として取り組みを

してまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 副市長、鴛海 豊君。 

○副市長（鴛海 豊君） 大石議員の再質疑にお答

えいたします。 

 基本的な話といたしまして、公告期間でございま

すけども、通常15日を20日に延ばして、そういう措

置をとっておりますし、また市内の事業者への働き

かけについてでございますけども、もともとこの要

件設定型ということで掲げましたのは、やはり市内

の事業者の皆さんに、やはり市の庁舎でありますの

で、そういう市内の企業の方に仕事をしていただき

たいと、そういう趣旨からこういうことになってま

すので、それとまたあわせまして、各建築、それか

ら電気、機械、全て３つの中に市内の事業者が含ま

れておりまして、そういうことでやはり下請とかそ

ういう資材の調達等につきましても、これもやはり

そういう市内の事業者の方々が参入、参画されてい

ますので、そういうことも今までとは違うんじゃな

いかと、そういうふうに認識しておりますし、また、

契約時点でということでございますので、そういう

時点でもやっぱり要望してまいりたいと思っていま

す。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君） 都市建築課長、永松史年君。 

○都市建築課長（永松史年君） それでは、大石議

員のサッシについてのご質問にお答えいたします。 

 サッシにつきましては、通常、今回のように大量

発注の場合は市内業者との取引量の関係や納期など

の関係もあり、直接メーカーへ発注することがあり

ます。現在のところ、市内での調達は想定していま

せんが、今後、市内での調達が可能かどうかを含め、

お願いしてまいりたいと考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

○議長（河野正春君） これにて質疑を終結いたし

ます。 

 ただいま議題となっております第41号議案から第

51号議案まで並びに第１号報告及び第２号報告につ

いては、お手元に配付いたしました議案付託表のと

おり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は、あす午前10時に再開し、一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時30分 散会 
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